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１ いじめについて
(1) いじめの定義

「児童生徒に対して、当該児童生徒が在籍する学校に在籍している等当該児
童生徒と一定の人的関係にある他の児童生徒が行う心理的又は物理的な影響を
与える行為（インターネットを通じて行われるものを含む。）であって、当該
行為の対象となった児童生徒が心身の苦痛を感じているもの」をいう。
なお、いじめの発生場所は、学校の内外を問わない。けんかやふざけ合いで

あっても、見えない所で被害が発生している場合もあるため、背景にある事情
の調査を行い、児童生徒の感じる被害性に着目し、いじめに該当するか否かを
判断するものとする。
※いじめの定義に係る用語の解釈及び留意点については「国の基本方針」参照

(2) いじめの基本認識
いじめ問題に取り組むにあたっては、「いじめ」にはどのような特質があるか

を十分に認識し、日々の教育活動にて「未然防止」と「早期発見」に取り組むと
ともに、いじめやいじめと疑われる事案が認知された場合の「早期対応」に的確
に取り組むことが重要である。以下、本校職員がもついじめについての基本的な
認識である。

① いじめはどの児童生徒にも、どの学級や集団にも起こりうるものである。
② いじめは人権侵害であり、人として決して許される行為ではない。
③ いじめは大人には気づきにくいところで行われることが多く発見しにくい。
④ いじめはいじめられる側にも問題があるという見方は間違っている。
⑤ いじめはその行為の態様により暴行、恐喝、強要等の刑罰法規に抵触する。
⑥ いじめは教職員の児童生徒観や指導の在り方が問われる問題である。
⑦ いじめは家庭教育の在り方に大きなかかわりをもっている。
⑧ いじめは学校、家庭、地域社会などすべての関係者がそれぞれの役割を果
たし、一体となって取り組むべき問題である。

２ いじめ防止等対策の基本的な考え方
(1) 基本理念

いじめは、「被害者」と 「加害者」だけの問題ではなく、全ての児童生徒に
関わる問題である。周囲ではやし立て、面白がって見ている「観衆」は、いじ
めを助長する存在である。また、見て見ぬふりをする「傍観者」も、いじめに
直接荷担はしないが、加害者側には暗黙の了解と解釈され、結果的にはいじめ
を助長する可能性がある。被害者にとっては、 「傍観者」の行為はいじめと同
じくらい卑劣な行為と感じられることもある。もしいじめがあれば、それを止
める仲裁者となれるよう、いじめを決して許さない意識を児童生徒に育むこと
が大切である。
いじめの形態は、児童生徒の人権意識やコミュニケーション能力の未熟さ、

価値観の多様化などによって複雑になっており、見えないところで被害が発生
しているいじめや SNS を介したインターネットを通じて行われるいじめも発生
するなど、現代社会を反映している。そのため、いじめの防止等については、
全ての児童生徒が安心して学校での生活を送り、様々な活動に主体的に取り組
むことができるよう、学校の内外を問わず行われなければならない。
いじめの防止等のための対策は、児童生徒の生命及び心身を最優先で保護す

るため、国、県、市町村、幼児教育施設、学校、家庭、地域住民その他関係者
の連携の下、社会総がかりでいじめの問題を克服することを目指して行われな
ければならない。さらに、児童生徒が、一人一人の違いを理解し、自らを大切
に思う気持ち及び他者を思いやる心を醸成し、いじめの問題について理解を深
めることにより、いじめの防止等に向け、自己指導力を身に付け、自主的な行
動ができるようになることを目指して行われなければならない。

【自己指導力】
児童生徒が、深い自己理解に基づき、「何をしたいのか」「何をするべきか」、

主体的に問題や課題を発見し、自己の目標を選択・設定して、この目標の達成
のため、自発的、自律的かつ他者の主体性を尊重しながら、自らの行動を決断
し、実行する力

(2) 基本姿勢
① 児童生徒の豊かな心を育み、いじめの未然防止に努める。
② いじめの早期発見に努め、認知（疑い含む）した場合、迅速に対応する。
③ いじめ問題に関する意識を高め、学校全体でいじめの問題に取り組む環境を
整える。

④ 確証がなくても、いじめの疑いが認められる場合又はいじめの存在を完全に
否定しきれない場合は、いじめとして認知して適切かつ迅速に対応する。
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２ いじめの防止等のための取組
(1) 学校及び校長その他の教職員の責務
① 学校に在籍する児童生徒の保護者、地域住民、児童相談所、関係団体その他
の関係者との連携を図りつつ、学校全体でいじめの未然防止及び早期発見に取
り組むとともに、いじめを認識した場合又はいじめの疑いがあると認められる
場合には適切かつ迅速にこれに対処する。

② 児童生徒に対し、いじめに類する行為をしてはならず、かつ、教職員の言動
が児童生徒に与える影響を十分に理解して授業その他の教育活動を行う。

③ 児童生徒に対し、いじめを行ってはならないことについて、分かりやすく教
育するよう努める。

④ いじめの問題を抱え込むことなく、保護者、地域住民、児童相談所、関係団
体、その他の関係者と連携し、いじめを受けている児童生徒が支援を求めやす
い環境を整備するよう努める。

⑤ いじめが犯罪行為として取り扱われるべきものであると認めるときは法第 23
条第６項の規定に基づき、所轄警察署に通報し適切に援助を求めるものとする。

⑥ 校長は、学校のいじめの防止等のための対策について、所属の教職員を監督
し、いじめのない学校の運営が行われるよう努める。

(2) 学校の基本方針の策定
国・県・町の基本方針を参酌し、学校のいじめ防止対策基本方針を策定する。

(3) いじめ問題に取り組むための組織（平常時）

(4) いじめの防止等に関する措置
いじめの早期発見は、いじめへの迅速な対処の前提であり、全ての大人が連携

し、児童生徒のささいな変化に気付く力を高めることが必要である。このため、
いじめは大人の目に付きにくい時間や場所で行われたり、遊びやふざけ合いを装
って行われたりするなど、大人が気付きにくく判断しにくい形で行われることを
認識し、ささいな兆候であっても、いじめではないかとの疑いをもって早い段階
から関わりをもち、いじめを隠したり軽視したりすることがなく積極的にいじめ
を認知する。
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① 未然防止の取組
いじめは、どの児童生徒にも、どの学級や集団でも起こりうることを踏まえ、

より根本的ないじめの問題克服のためには、全ての児童生徒を対象としたいじ
めの未然防止が重要であり、全ての児童等を、いじめに向かわせることなく、
心の通う対人関係を構築できる社会性のある大人へと育み、いじめを生まない
土壌をつくるために、関係者が一体となった継続的な取組が必要である。

ア 児童生徒のよさを伸ばす教師のかかわり
普段の生活の中で、児童のよい行動やその児童自身の成長を見取るように

心がけ、積極的に認めるようにする。
イ 授業、道徳科、学級活動等における生徒指導

児童生徒が自らの行動を自分で選択し、相手との関わりの中で行動する活
動を通して、自己指導能力を高め、いじめに向かわない態度・能力を育成す
る。また、児童生徒が協力して行う活動を計画的に取り得入れることによっ
て、いじめの起こりにくい学級の環境をつくる。

ウ 学年・学級経営
児童生徒一人一人が活躍し、友達のよさや努力などを素直に認め合える雰

囲気や支持的風土づくり、誰もが安心して過ごせる学年学級づくりに努める。
エ 特別活動及び部活動や地域との交流活動

いじめに向かわない児童生徒を育成するため、学級活動、児童生徒会活動、
学校行事及び部活動や地域との交流活動の中で、全ての児童生徒が活躍でき
る場面や役割を設定し、児童生徒が他の児童生徒から認められる体験をもつ
ことによって、自己有用感を高める。また、体験活動やボランティア活動等
を通して、自分を律していく力と判断していく力を身に付けることにより、
児童生徒の規範意識を高める。

オ 教育相談と個別面談
いじめの問題が深刻になる前にいじめを認知し、適切な対応がとれるよう

日頃から児童生徒と接する機会を多くもち、児童生徒が教職員と相談しやす
い関係を構築する。また、定期的に行う児童生徒との個別面談の際にも、児
童生徒自身だけでなく、他の児童生徒がいじめの被害を受けていないか等を
確認する。さらに、必要に応じて、スクールカウンセラー等を活用すること
により、教育相談体制を整える。

カ 児童生徒の主体的な活動
いじめ（疑い含む）を受けているとされる児童生徒が一人で抱え込むこと

なく、友人に悩みを打ち明けることができるよう、仲間同士による支援活動
であるピアサポート等の互いに認め合い、支え合う主体的な活動を支援する。

キ SNS 等インターネットを通じて行われるいじめ
SNS 等インターネットを通じて行われるいじめは発見しにくいため、児童

生徒から定期的に情報を収集し、その把握に努める。また、インターネット
上で情報が拡散すると完全な消去が困難であることから、児童生徒がインタ
ーネットの使用について自ら判断し適切に活用できるよう、発達段階に応じ
た情報モラル教育を推進する。

② 早期発見の取組
いじめがどの児童生徒にも、どの学校においても起こりうるという共通認識

をもち、全ての教育活動を通じて児童生徒の観察等をすることで、変化を敏感
に察知し、いじめを受けているという兆候を見逃さないよう努力する。特に、
ささいな兆候であってもいじめではないかと疑われる場合、早い段階から児童
生徒へ個別に声掛けや相談等の関わりを持ち、的確に状況の把握を行う。

ア 生活アンケートや教育相談の実施
生活アンケートや教育相談を定期的に実施し、いじめの早期発見に努める。
生活アンケートでは、 SNS 等インターネットを介してのいじめについての
調査項目も入れる。また、学校外で起こったいじめや、自分の身の回りで
起きているいじめについても把握できるようにする。

イ 保護者との連携
学校での児童生徒の様子や学校の取組を、必要に応じて随時家庭に連絡す

るなど、日頃から保護者との連携を密にし、家庭で少しでも児童生徒の異変
に気付いた場合、保護者から学校等へ気軽に相談してもらえる関係づくりに
努める。

ウ 相談窓口の周知
いじめの相談については、保健室や相談室の利用のほか、電話やメール、

１人１台端末を活用したオンラインによる相談窓口など、複数の相談窓口を
児童生徒や保護者へ周知する。
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③ 早期解消に向けた取組
いじめがあることが認知された場合、直ちに、いじめを受けたとされる児童生

徒やいじめを知らせてきた児童生徒の安全を確保し、いじめたとされる児童生徒
に対して事情を確認した上で適切に指導する等、組織的な対応を行う。また、家
庭や町教育委員会への連絡・相談や、事案に応じ、関係機関等との連携を図る。

ア いじめ問題に取り組むための組織（いじめ発生時）

イ いじめへの対応
【事実の把握】

いじめを受けたとされる児童生徒、いじめを行ったとされる児童生徒及び周
辺の児童生徒から十分に話を聴き、いじめの事実を確認する。また、アンケー
ト調査等を実施し、速やかに事実の把握を行う。学校だけでは解決が困難な場
合、事案に応じた専門機関等と連携し、解消に向けた対応を図るとともに、把
握した事実を町教育委員会に報告する。

【いじめを受けたとされる児童生徒への対応】
いじめを受けたとされる児童生徒を守り通すことを第一とし、全職員が協力

して被害者の心のケアに努める。その際、二次的な問題（不登校、自傷行為、
仕返し行動など）の発生を未然に防ぐため、被害者の心情を理解し、一緒に解
決を志向するとともに、傷ついた心のケアを行う。また、被害者のニーズを確
認する。そして、当該児童生徒の保護者へ速やかに連絡を取り、状況の説明を
行うとともに、家庭での心のケアや見守りを依頼する等、協力して対応する。

【いじめを行ったとされる児童生徒への対応】
いじめを行ったとされる児童生徒に対しては、いじめをやめさせ、毅然とし

た姿勢で指導をする一方、しっかりと寄り添い、いじめを繰り返さないよう支
援する。また、当該児童生徒の保護者へ速やかに連絡を取り、状況の説明を行
うとともに、いじめを受けたとされる児童生徒やその保護者への対応に関して
必要な助言を行う等、協力して対応する。その際、いじめの行為は絶対に認め
られないという毅然とした態度をとりながらも、加害者の成長支援という視点
に立って、いじめる児童生徒が内面に抱える不安や不満、ストレスなどを受け
止めるように心がける。

【 SNS 等インターネットを通じて行われるいじめへの対応】
児童生徒に対して、情報モラルを身に付けさせる指導の充実を図り、インタ

ーネット上のいじめが重大な人権侵害に当たり、被害者等に深刻な傷を与えか
ねない行為であることの理解を図る。併せて、インターネット上の不適切なサ
イトや書き込み等を発見し対処できるよう努める。
児童生徒がインターネット上に不適切な書き込み等を行った場合、被害の拡

大を避けるため、その場で削除する等の指導を行い、削除ができない場合には
プロバイダに削除を求めるなどの措置を速やかに講じる。こうした措置をとる
に当たり、必要に応じて法務局等の協力を求める。
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３ 関係機関等との連携
(1) 保護者

児童生徒の状況を的確に把握するため、日頃から保護者と密接に連絡を取り合
う。いじめ（疑い含む）が起こった場合、いじめを受けたとされる児童生徒とい
じめを行ったとされる児童生徒それぞれの保護者に連絡し、三者が連携して適切
な対応を行う。

(2) 地域
校外における児童生徒の状況を的確に把握するため、日頃から民生委員・児童

委員、青少年相談員や地域住民等と連絡を取り合う。いじめが起こった場合、必
要に応じて、協力を得ながら対応する。

(3) 関係機関
学校だけの対応では問題を解消することが困難であると判断した場合、速やか

に警察、児童相談所、法務局等の関係機関に相談する。なお、いじめを受けたと
される児童生徒の生命又は身体の安全が脅かされているような場合、直ちに警察
に通報する。

(4) 学校等以外の団体等
塾や社会教育関係団体等、学校以外の場で起きたいじめ（疑い含む）の連絡を

受けた場合、その団体等の責任者と連携して対応する。

(5) その他
いじめ（疑い含む）に関係する児童生徒が複数の学校等に及ぶ等の場合、関係

する学校等が連携していじめの問題に対応する。

４ 教職員研修の充実
(1) 実践的研修を行い、いじめの未然防止、早期発見、早期解消等に向けた技能の
習得、向上を図る。

(2) 事例研究を通して、いじめの具体的な対応方法の共通理解を深める。特に、教
職員が一人で抱え込まず、組織で対応するという共通認識を図る。併せて、同種
のいじめの再発を防止する。

(3) SNS 等インターネットを通じて行われるいじめに対応するため、絶えず最新の
インターネット環境等に関する研修を行い、教職員全体の徹底した情報モラルへ
の理解を深める。

(4) いじめ解消についての認識の共有
いじめは、単に謝罪をもって安易に解消とすることはできない。いじめが「解

消している」状態とは、少なくとも次の２つの要件が満たされている必要があ
る。ただし、これらの要件が満たされている場合であっても、必要に応じ、他
の事情も勘案して判断するものとする。

① いじめに係る行為が止んでいること
いじめが止んでいる状態が相当の期間継続(目安３ヶ月)していること。ただ

し、いじめの被害の重大性等からさらに長期の期間が必要であると判断される
場合は、より長期の期間を設定するものとする。
教職員は、相当の期間が経過するまでは、いじめを受けたとされる児童生徒、

いじめを行ったとされる児童生徒の様子を含め状況を注視し、期間が経過した
段階で判断を行う。

② いじめを受けたとされる児童生徒が心身の苦痛を感じていないこと
いじめを受けたとされる児童生徒がいじめの行為により心身の苦痛を感じて

いないと認められること。当該児童生徒本人及びその保護者に対し、心身の苦
痛を感じていないかどうかを面談等により確認する。
「いじめ防止対策委員会」においては、いじめが解消に至るまで当該児童生

徒の支援を継続するため、支援内容、情報共有、教職員の役割分担を含む対処
プランを策定し、確実に実行する。
上記のいじめが「解消している」状態とは、あくまで、一つの段階に過ぎず、

「解消している」状態に至った場合でも、いじめが再発する可能性が十分にあ
り得ることを踏まえ、教職員は当該いじめを受けたとされる児童生徒及びいじ
めを行ったとされる児童生徒については、いじめが解消している状態に至った
後も、日常的に見守りを続けていく。
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５ 重大事態への対処

(1) 重大事態の定義

○ いじめにより当該学校に在籍する児童生徒の生命、心身又は財産に重大な
被害が生じた疑いがあると認めるとき （生命心身財産重大事態）

○ いじめにより当該学校に在籍する児童生徒が相当の期間学校を欠席するこ
とを余儀なくされている疑いがあると認めるとき （不登校重大事態）

※重大事態は、事実関係が確定した段階で重大事態としての対応を開始するので
はなく、「疑い」が生じた段階で調査を開始する。

※不登校重大事態は、欠席日数が 30 日であることを目安とする。ただし、児童
生徒が一定期間、連続して欠席しているような場合には、その目安にかかわら
ず、町教育委員会と相談し、迅速に調査に着手する。

※児童生徒や保護者から、いじめられて重大事態に至ったという申し立てがあっ
たときは、その時点で学校が「いじめの結果ではない」あるいは「重大事態と
は言えない」と考えたとしても、重大事態ととらえる。調査をしないまま、い
じめの重大事態ではないと断言できないことに留意する。

(2) 重大事態への対応 ※調査等の詳細は「河内町いじめ防止基本方針」参照
① 重大事態が発生した旨を、町教育委員会に速やかに報告する。
② 教育委員会と協議の上、当該事案に対処する組織を設置する。
③ 組織を中心として、事実確認を明確にするための調査を行う。
④ 調査結果については、いじめを受けたとされる児童生徒・保護者に対し、事
実関係その他の必要な情報を適切に提供する。

⑤ いじめを行ったとされる児童生徒・保護者に対してはいじめ解消のための指
導に加え、必要に応じ他の児童生徒の教育を受ける権利を保障する観点から出
席停止や、犯罪行為にあたる場合は所轄警察等との連携協力など毅然とした対
応を行う。

⑥ いじめの周辺にいる児童生徒や教職員の心のケアに配慮する。その際、スク
ールカウンセラー緊急派遣等、必要に応じて町教育委員会と相談し活用する。

⑦ 必要・要望に応じて、再調査を行い、いじめを行ったとされる児童等及びそ
の保護者並びに再調査委員会等へ進捗状況及び調査結果等を報告する。その際、
プライバシーの保護や個人情報の取扱には十分配慮する。

６ その他の重要事項（取組の振り返り）
いじめを隠蔽せず、いじめの実態把握及びいじめに対する措置を適切に行うため、

いじめ防止対策の取組（未然防止・早期発見・早期解消・再発防止）について学校
評価の項目に加え、適正に自校の取組を評価し今後の取組に生かす。


